
　

来
月
（
10
月
）

以
降
、
住
民
票

を
有
す
る
国
民

の
皆
さ
ん
一
人

一
人
に
12
桁
の

個
人
番
号
が

「
通
知
カ
ー
ド
」に
よ
り
通
知
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
個
人
番
号
は
中
長
期
在
留
者
や

特
別
永
住
者
な
ど
の
外
国
人
の
方
に
も

通
知
さ
れ
ま
す
。

　

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
住
民
票

の
住
所
で
通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取
れ
な

い
方
は
、
居
所
情
報
の
登
録
を
お
願
い

し
ま
す
。

対　

象　

次
に
該
当
す
る
方

・ 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
、
避

難
し
て
い
る
方

・ 

Ｄ
Ｖ
等
の
被
害
に
よ
り
避
難
し
て
い

る
方

・ 

医
療
機
関
・
施
設
等
に
入
院
・
入
所

し
て
い
る
方
な
ど

※ 

住
民
票
の
住
所
が
あ
る
市
区
町
村
で

あ
ら
か
じ
め
把
握
し
て
い
る
方
は
登

録
不
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

方　

法　

９
月
25
日
㈮
ま
で
に
、
申
請

書
（
市
民
課
に
あ
り
ま
す
。）
と
本
人

確
認
書
類
等
の
添
付
書
類
を
、
住
民
票

の
住
所
が
あ
る
市
区
町
村
の
「
通
知
カ

ー
ド
担
当
課
」（
秩
父
市
は
市
民
課
）
に

持
参
ま
た
は
必
着
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

申
請
の
注
意
事
項
、
留
意
事
項
は
下

記
の
と
お
り
で
す
。

※ 

通
知
カ
ー
ド
は
10
月
以
降
送
付
し
ま

す
。
詳
し
く
は
市
報
７
月
号
３
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度

   

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）

〜
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）〜

内閣府（内閣官房）運営のコールセンター
（全国共通ナビダイヤル☎０５７０―２０―０１７８）
午前９時30分～午後５時30分
（土・日曜日、祝日および年末年始を除きます。）
※通話料がかかります。
一部ＩＰ電話等は☎０５０―３８１６―９４０５
（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語の対応が必
要な場合は、☎０５７０―２０―０２９１へ）

【注意事項】
○申請者１人ごとに１枚申請書を記載してください。
○ 15歳未満の方や法定代理人がいる方は、保護者や法定代
理人の方が申請してください。なお、15歳以上の未成
年の方は、本人が申請することも可能です。

○ 申請書の偽造や、なりすまし等により不正に通知カー
ドを取得した場合は、法律の規定により罰せられます。

○ 記入漏れがある場合、申請を受け付けることはできま
せんので、居所情報登録を行う者に係る情報について
は全項目、住所地において通知カードの送付を受ける
ことができない理由については該当項目に必ず回答し
てください。

○ 申請に不備がある場合などの理由により、申請を受け
付けることができない場合は、市区町村から連絡があ
ります。

○ 申請書の提出の際には、次の書類を必ず添付してくだ
さい。

　・居所情報登録を行う者の本人確認書類
　・ 居所情報登録を行う者が居所に居住していることを

証する書類
　　 （代理人が申請する場合は、さらに次の書類を合わ
せて添付してください。）

　・代理人の代理権を証明する書類
　・代理人の本人確認書類

【留意事項】
○ 番号利用法施行日（本年10月５日）前に現在お住まい
の場所（居所）の市区町村に転入をしていただければ、
そこに通知カードが送付されるようになりますので、
ご検討をお願いします。
　 （ＤＶ等被害者の方は、転入した市区町村に対して「Ｄ
Ｖ等支援措置」を申し出てください。申出により「Ｄ
Ｖ等支援対象者」となった場合には、ご自身の転入先
の新しい住所について、加害者が「住民基本台帳の一
部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」及び「戸籍
の附票の写しの交付」の請求によって知ろうとしても、
これらの請求を拒否する措置が講じられます。）

※ ＤＶ等被害者の運転免許証やパスポートなどの本人確
認書類を加害者などの第三者が保有している可能性が
ある場合には、第三者による「なりすまし」のおそれ
がありますので、現在お住まいの場所（居所）の市区
町村への転入とＤＶ等支援措置の申出をご検討くださ
い。詳しくは、お近くの市区町村にお問合せください。
○ 東日本大震災の被災者、ＤＶ等被害者については、今
お住まいの場所（居所）のある市区町村に出向き、個
人番号カードの交付申請を行うことで、住民票のある
市区町村から個人番号カードを受け取ることができま
す。詳しくは、住民票のある市区町村にお問合せくだ
さい。

社会保障・税番号制度についての問い合わせ先
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搭載

搭載

搭載 搭載

搭載

搭載

※有効期限は原則として発行日から10年

住
基
カ
ー
ド
搭
載
電
子
証
明
書
の
取
り

扱
い

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
開
始
に
伴

い
、
住
基
カ
ー
ド
に
搭
載
す
る
電
子
証

明
書
の
発
行
（
更
新
を
含
み
ま
す
。）

は
12
月
22
日
㈫
で
終
了
し
ま
す
。な
お
、

発
行
さ
れ
た
電
子
証
明
書
は
有
効
期
限

（
発
行
日
か
ら
３
年
）
ま
で
利
用
で
き

ま
す
。
現
在
住
基
カ
ー
ド
に
搭
載
さ
れ

た
電
子
証
明
書
を
お
持
ち
の
方
も
有
効

期
限
ま
で
利
用
で
き
ま
す
が
、
個
人
番

号
カ
ー
ド
に
切
り
替
え
た
場
合
、
住
基

カ
ー
ド
に
搭
載
さ
れ
た
電
子
証
明
書
は

失
効
し
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
☎
22

－

５
３
４
８

　

個
人
番
号
は
一
生
使
う
も
の
で
す
。

個
人
番
号
が
漏
え
い
し
て
、
不
正
に

使
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
除

い
て
、
番
号
は
一
生
変
更
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
個
人
番
号
は
ぜ
ひ
大
切
に

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度

に
便
乗
し
た
不
正
な
勧
誘
お
よ
び
個

人
情
報
の
取
得
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

通
知
前
に
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度

関
係
で
行
政
機
関
等
か
ら
手
続
を
求

め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
個
人
番
号
を

は
じ
め
、
氏
名
や
住
所
な
ど
が
記
載
さ

れ
、
電
子
証
明
書
も
搭
載
さ
れ
た
顔
写

真
付
き
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
す
。
交
付
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
通
知
カ
ー
ド
同
封

の
申
請
書
類
を
ご
覧
の
上
、
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※ 

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
は
無
料
で

す
。
た
だ
し
、
再
交
付
は
原
則
有
料

と
な
り
ま
す
。

住
基
カ
ー
ド
の
取
り
扱
い

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
開
始
に
伴

い
、
住
基
カ
ー
ド
の
交
付
（
再
交
付
・

更
新
を
含
み
ま
す
。）
は
12
月
28
日
㈪

で
終
了
し
ま
す
。
12
月
に
申
請
を
予
定

さ
れ
て
い
る
方
は
、
事
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
（
交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。）。
な
お
、
交
付
さ
れ
た
住
基
カ

ー
ド
は
有
効
期
限
（
原
則
と
し
て
発
行

日
か
ら
10
年
）
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。

現
在
住
基
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
も
有

効
期
限
ま
で
利
用
で
き
ま
す
が
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
へ
の
切
り
替
え
も
可
能
で

す
。

※ 

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
者
に
対
す

る
住
基
カ
ー
ド
の
無
料
交
付
は
、
12

月
28
日
㈪
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

平
成
28
年
１
月
以
降
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
し
ま
す

〜
住
基
カ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
）・

電
子
証
明
書
の
取
り
扱
い
が
変
わ
り
ま
す
〜

市報ちちぶは、町会の皆さんのご協力で配られています。市役所総合窓口、吉田・大滝・荒川総合支所、各公民館、秩父保健センター、
スポーツ健康センター、文化体育センター、吉田生涯学習センター、地場産センター、市立病院でも配布しています。3


